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 ※複数の市場を有する事業にあっては，市場ごとの状況が分かるよう記載すること。

１．事業概要

（１）

人

（２） 使　用　料　形　態　

※取扱い種別，施設ごとの状況が分かるよう記載すること。
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　条例，規則に基づき，卸売業者より徴収している。条例で売上高の3/1000以内としており，現在は
卸売業者の経営状況に応じ，売上高の0.75/1000と規則に定めている。

　条例，規則に基づき，卸売業者と仲卸業者より徴収している。条例で施設ごとに1㎡の月額単価の
上限を定めており，現在は卸売業者等の経営状況に応じ，上限額の4分の1と規則に定めている。

職 員 数 兼任　　1 市 場 名 称 地方卸売市場

－ 次 回 再 整 備 予 定 年 度 －

該当なし

前 回 の 移 転
又 は 再 整 備 年 度

施 設 使 用 料 の
概 要 ・ 考 え 方

民 間 活 用 の 状 況

売 上 高 割 使 用 料 の
概 要 ・ 考 え 方

広 域 化 実 施 状 況

 ア　民間委託

 イ　指定管理者制度

使 用 料 改 定 年 月 日
（消費税のみの改定は含まない）

平 成 26 年 4 月 1 日

～

別添８－１

策 定 日

事　業　形　態

計 画 期 間

法適（全部適用・一部適用）
非 適 の 区 分

事 業 名

団 体 名

大館市公設総合地方卸売市場事業経営戦略

秋田県　大館市

地方卸売市場事業

法非適 事 業 開 始 年 月 日 昭和46年8月27日



（３） 現在の経営状況
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２．将来の事業環境

（１）

肉類・鳥類・卵類

肉類・鳥類・卵類

151

199

84

54

76

42

その他

その他 合計

合計

43.8%

43.1%

0.0%

100.0%

0.0%

新型コロナウイルス感染症の蔓延による消費低迷からの脱却により，消費が回復しつつあり，徐々に取扱数量が増加したものの，
令和６年度においては，日本各地の異常気象に伴い野菜，果実の入荷が不安定で高価格の状態が続いたこと，水産物についても
サンマやハタハタの漁獲不良から仕入れが難しく，また，円安傾向が物価高騰に直結し，結果高価格となったことから，取扱量が減
少し，それに伴い売上高が減額となった。
経営指標では，施設の老朽化により，一時的な大規模修繕や将来の建物調査を実施したことから，経常収支比率，経費回収率に
おいて，40％台となったものの，積立基金を充てており，他会計へ依存せずに経営している。
有形固定資産減価償却率は100％となっている。なお施設設備は，耐用年数を超えて使用している資産である。

本市場では，人口減少，市場外流通の進展，ライフスタイルの変化に加え，異常気象や為替変動に伴う物価高の影響による消費
量の低迷など，流通環境の変化により取扱高が減少傾向であり，この傾向は今後も続くと思われる。
取扱高の推計は，平成29年度から令和7年度推計までの状況を基に算出した。全体として，取扱高は減少傾向にあり，減少幅につ
いては，平成29年度から令和5年度にかけては比較的緩やかなものの，令和6年度及び7年度推計については異常気象や物価高
などの影響からが大きい状況下にある。
これらから，本計画の見直しについては，令和6年度及び7年度推計の傾向は特殊事情として除外し，令和5年度取扱高を基準とし
て平成29年度から令和5年度までの減少率年2.54%を乗じるものとした。
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取扱高（ｔ）の見通し
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H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7推計 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16

肉類・鳥類・卵類 262 251 209 183 161 151 199 84 73 164 159 154 148 143 138 133 128 123

水産物 2516 2550 2721 2840 2912 2444 2656 2223 1414 2184 2116 2049 1981 1914 1846 1779 1712 1644

果実 1482 1404 1327 1322 1144 1094 1030 990 959 847 821 795 768 742 716 690 664 638

野菜 1884 1819 1963 1845 1657 1442 1326 1165 1216 1090 1057 1023 989 956 922 888 854 821
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（２）

（３）

（４）

本市場は，産業部農政課において管理運営するものとし，専任職員は配置せず，兼務体制による担当者を設置するものとし，卸売
事業者との連携を図っていく。人件費については，兼任体制であるため，一般会計からの支出となっている。

本市場の主な使用料収入は，売上高割使用料である「卸売業者市場使用料」，施設使用料である「建物設備使用料」である。卸売
業者市場使用料については，取扱高の減少が顕著である反面，物価高騰や適正価格の確保により，大きな減少は生じていない。
しかしながら，本計画では厳しいラインを想定する必要があるため，令和７年度推計による対令和６年度売上割合▲0.5％を減少幅
として，令和16年度までの売上高を算定した。建物設備使用料については，現在空き状況がなく，すべて使用していることから，今
後も横ばいで推移するものとして算定した。

本市場施設の大規模改修としては，平成４年度にパッケージセンターを，平成６年度に卸売事業者によるバナナ貯蔵室を新設した
ほか，令和元年度から令和２年度にかけて，卸売場棟の耐震補強（整備費：９千５百万円）を実施してきた。
本経営戦略の計画期間中は，長寿命化に向けた改修を進めることとし，老朽化により機能低下が進み，かつフロンを媒体としてい
る冷蔵設備等を，優先的に改修していく方針としている。

施設の見通し

使用料収入の見通し

組織の見通し

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7推計 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16

面積割 2616 2721 2700 2718 2719 2719 2719 2719 2719 2719 2719 2719 2719 2719 2719 2719 2719 2719

売上高 2639 2419 2305 2198 2091 2164 2271 2158 2050 1948 1851 1758 1670 1587 1508 1433 1361 1293
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屋外冷蔵庫改修
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ＬＥＤ照明交換

サッシ交換



３．経営の基本方針

４．投資・財政計画（収支計画）

（１） 投資・財政計画（収支計画）　：　 別　紙　の　と　お　り

（２） 投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

③　収支計画のうち投資以外の経費についての説明

（３） 投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

①　今後の投資についての考え方・検討状況

本市場は，開設から５０年以上にわたり，大館市内の住民や事業者のみならず，北秋田市，鹿角市などの近隣地域を対象圏域とし
て生鮮食料品等の安定供給に努めてきた。しかし，卸売市場を取り巻く環境は，急激に変化し，年々厳しさを増している。このような
中，本卸売市場の経営の基本方針を次のとおりとする。
　① 圏域における生鮮食料品等の安定供給基地としての機能の維持
　② 公正かつ透明性，適正価格による取引環境の確保
　③ 効果的な市場施設整備計画による長寿命化

　①　既存施設の必要な改修を優先的に実施する。
　②　特定年度に整備が偏らないように計画し事業費を平準化する。

　①　建物使用料収入の現状維持
　②　適正な起債の借入
　③　一般会計繰入金の確保

・運営財源については，使用料収入を主とし，これまでと同様，一般会計等の他会計からの繰入金に依存しない方向性とする。
・高額な設備改修については，適切な起債を選択するとともに，償還財源として施設整備基金や一般会計からの繰入金を確保す
る。

・市場管理に要する体制は，産業部農政課による兼任体制としており，一般会計からの人件費支出としている。
・施設運営に必要な委託業務等については，複数年契約により経費削減を図るとともに，業務等の内容を見直し，精査し抑制する
こととする。

・卸売事業者と連携した公設民営の継続を基本とし，必要に応じて民間活用等の持続可能な運営方
法について，調査研究し検討する。

・修繕計画に基づき，必要性，優先順位の高い修繕を適切な周期で実施することで，特定年度に整
備が偏らないように配慮する。

平成２９年に策定した大館市公設総合地方卸売市場施設修繕計画を精査し，次の優先順位により，適切な周期による改修を行うこ
ととする。
　　①屋外冷蔵庫改修　　　　　７１，８００千円　（令和８～９年度）
　　②屋内冷蔵庫改修　　　　　２１，０００千円　（令和１３～１４年度）
　　③屋内サッシ改修  　  　    １３，０００千円　（令和１２年度）
　　④屋内照明ＬＥＤ化改修　　１４，４００千円　（令和１１年度）

・広域化については検討していない。

①　収支計画のうち投資についての説明

※投資・財政計画（収支計画）に反映することができなかった検討中の取組や今後検討予定の取組について，その内容等を記載すること。
　また， （１）において，純損益（法適用）又は実質収支（法非適用）が計画期間の最終年度で黒字とならず，赤字が発生している場合には，赤字の解消に向けた取組の
方向性，検討体制・スケジュールや必要に応じて経費回収率等の指標に係る目標値を記載すること。

民 間 活 用

目 標

②　収支計画のうち財源についての説明

目 標

投 資 の 平 準 化

広 域 化

そ の 他 の 取 組



②　今後の財源についての考え方・検討状況

③　投資以外の経費についての考え方・検討状況

５．公営企業として実施する必要性など

６．経営戦略の事後検証，改定等に関する事項

　卸売市場が有する集荷及び分荷，価格形成等の調整機能は重要であり，本市場は，本市のみなら
ず圏域における事業者や消費者に食品等流通の核として安定的に生鮮食料品等を供給する役割を
担う食糧基地として，今後ともこの役割を果たしていく必要がある。

　卸売市場は，生鮮食料品等の公正な取引の場であり，特定の取引参加者を優遇する差別的取扱
いの禁止のほか，取引条件や取引結果の公表等公正かつ透明を旨とする共通の取引ルールの遵
守，安定的な業務運営を行うなどの高い公共性が求められる。
　これらを踏まえ、本市場は公営企業として運営する必要があると考えている。

　本経営戦略は，計画期間を令和７年度～令和1６年度の１０年間としているが，中間年度にあたる
令和１２年度に検証を行う。
　また，毎年の決算が確定した後，時点修正を行うとともに収支計画との乖離等について検証し，後
年度に影響が出る場合は収支計画を見直すものとする。

・本市場及び卸売事業者の経営安定化を図り，市場使用料の増収に努める。

・適切な施設整備を行うために，財政部門とも連携し，適正な借入を行う。

・現在，施設使用料等で施設運営を行っており，一般会計から繰入していない。今後も同様の考え方
で安定的な運営に努める。
・今後，施設整備を計画することから，施設整備基金からの繰入金を財源とするほか，各年度の元利
償還金について，一般会計からの繰入金を財源として計画する。

・市街地に立地しているので，広大な敷地や建物などの資産を活用した収益的事業の可能性につい
て検討する。

・各種設備保守メンテナンス等の委託料について，業務精査や複数年契約等による金額の抑制を図
る。

・施設の修繕については，安全性や緊急度を踏まえ必要最小限の範囲で実施する。

・兼務職員であるため，大館市公設総合地方卸売市場事業特別会計からの職員給与費の支出はな
し。

事業の意義，提供 する
サービス自体の必要性

公営企業として実施する
必 要 性

経営戦略の事後検 証，
改 定 等 に関 す る 事項

管 理 運 営 費

職 員 給 与 費

そ の 他 の 取 組

繰 入 金

資 産 の 有 効 活 用 等 に よ る
収 入 増 加 の 取 組

そ の 他 の 取 組

委 託 料

使 用 料

企 業 債



様式第2号（法非適用企業） 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円，％）
年　　　　　　度 前々年度 前年度

区 分 （ 決 算 ） （ 決 算 ）

1 (A) 4,993 4,949 5,890 4,717 4,652 5,819 5,728 5,760 5,772 5,542 5,632 5,363

（１） (B) 4,990 4,877 4,769 4,667 4,570 4,477 4,389 4,306 4,227 4,152 4,080 4,012

ア 4,990 4,877 4,769 4,667 4,570 4,477 4,389 4,306 4,227 4,152 4,080 4,012

イ (C)

ウ

（２） 3 72 1,121 50 82 1,342 1,339 1,454 1,545 1,390 1,552 1,351

ア 16 646 644 702 747 670 751 651

イ 3 72 1,121 50 66 696 695 752 798 720 801 700

２ (D) 3,074 11,304 8,413 5,200 4,532 5,792 5,689 5,804 5,895 5,640 5,802 5,601

（１） 3,074 11,304 8,413 5,200 4,500 4,500 4,400 4,400 4,400 4,300 4,300 4,300

ア

イ 3,074 11,304 8,413 5,200 4,500 4,500 4,400 4,400 4,400 4,300 4,300 4,300

（２） 32 1,292 1,289 1,404 1,495 1,340 1,502 1,301

ア 32 1,292 1,289 1,404 1,495 1,340 1,502 1,301

イ

３ (E) 1,919 △ 6,355 △ 2,523 △ 483 120 27 39 △ 44 △ 123 △ 98 △ 170 △ 238

1 (F) 6,005 2,584 1,800 70,000 200 22,384 20,977 9,577 31,025 11,133 13,356

（１） 1,800 70,000 14,400 13,000 20,000

（２） 100 3,992 3,989 4,789 5,513 5,567 6,678

（３）

（４）

（５）

（６）

（７） 6,005 2,584 100 3,992 3,988 4,788 5,512 5,566 6,678

２ (G) 1,800 70,000 200 22,384 20,977 9,577 31,025 11,133 13,356

（１） 1,800 70,000 14,400 13,000 20,000

（２） (H) 200 7,984 7,977 9,577 11,025 11,133 13,356

（３）

（４）

（５）

３ (I) 6,005 2,584
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そ の 他



様式第2号（法非適用企業） 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円，％）
年　　　　　　度 前々年度 前年度

区 分 （ 決 算 ） （ 決 算 ）
Ｒ１６年度

本年度
決算
見込

Ｒ８年度 Ｒ９年度 Ｒ１０年度 Ｒ１１年度 Ｒ１２年度 Ｒ１３年度 Ｒ１４年度 Ｒ１５年度

(J) 1,919 △ 350 61 △ 483 120 27 39 △ 44 △ 123 △ 98 △ 170 △ 238

(K) 1,503 29 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

(L) 1,502 1,918 1,539 1,550 1,017 1,087 1,064 1,053 959 786 638 418

(M)

(N) 1,918 1,539 1,550 1,017 1,087 1,064 1,053 959 786 638 418 130

(O)

(P) 1,918 1,539 1,550 1,017 1,087 1,064 1,053 959 786 638 418 130

(Q)

(Q)
(B)-(C)

(A)
(D)+(H)

(S) 4,990 4,877 4,769 4,667 4,570 4,477 4,389 4,306 4,227 4,152 4,080 4,012

（T)

(U)

(V)

(W)

(X) 1,800 71,800 71,600 78,016 83,039 74,462 83,437 72,304 58,948

○他会計繰入金 （単位：千円）

年　　　　　度 前々年度 前年度

区 分 （ 決 算 ） （ 決 算 ）

16 646 644 702 747 670 751 651

16 646 644 702 747 670 751 651

100 3,992 3,989 4,789 5,513 5,567 6,678

100 3,992 3,989 4,789 5,513 5,567 6,678

16 746 4,636 4,691 5,536 6,183 6,318 7,329

収 支 再 差 引 (E)+(I)

積 立 金

前年度からの繰越金

前 年 度 繰 上 充 用 金

形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M)

翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源

実 質 収 支 黒 字

(N)-(O) 赤 字

収 益 的 収 支 比 率 （ ×100 ） 162 44

赤 字 比 率 （ ×100 ）

37 33 33 28

地方財政法施行令第16条第１項により算定した
資 金 の 不 足 額

(R)

70 91 103 97 42 42

健全化法施行令第16条により算定した
資 金 の 不 足 額

健全化法施行規則第６条に規定する
解 消 可 能 資 金 不 足 額

健全化法施行令第17条により算定した
事 業 の 規 模

健全化法第22条により算定した

資 金 不 足 比 率
(（T）/（V）×100)

他 会 計 借 入 金 残 高

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (B)-(C)

地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

((R)/(S)×100)

Ｒ１５年度 Ｒ１６年度

収 益 的 収 支 分

地 方 債 残 高

本年度
決算
見込

Ｒ８年度 Ｒ９年度 Ｒ１０年度 Ｒ１１年度

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

資 本 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

合 計

Ｒ１２年度 Ｒ１３年度 Ｒ１４年度


